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亀島川における護岸耐震対策工事について

１ 整備範囲 ２ 令和６・７年度整備範囲における工事内容

整備範囲と工事内容

☞ 東京都第一建設事務所は、東部低地帯の河川施設整備計画(第二期) [令和４年度から令和１３年度まで] に基づき、
亀島川において令和７年３月から護岸の耐震対策工事を段階的に実施予定

☞ 工事は、新川二丁目地内の護岸（左岸約１００ｍ）から実施予定

・工事場所 新川二丁目地内 左岸約１００ｍ

・工事期間 令和７年３月から令和８年２月末まで（予定）

・工事内容 護岸基礎地盤改良工、護岸補強工

・そ の 他 高橋北東児童遊園を施工ヤードとして使用予定

全体整備範囲
( ～ 令和 １３ 年度)

計画延長約1.8Km(両岸) 

令和6･7年度整備範囲
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護 岸 基 礎
地盤改良工

護岸の補強工

・ｺﾝｸﾘｰﾄ増厚による曲げ補強

・鉄筋挿入によるせん断補強

※護岸基礎地盤改良工は、地盤の状況に応じて実施箇所を決定する。
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